
全国統一応募用紙（履歴書）の取組は、被差別部落の生徒をはじめ、社会的に不利な状況に置かれた生
徒への就職差別をなくす人権運動です。以前、各企業で使われていた「社用紙」と統一応募用紙を比べな
がら学習します。
公正な採用選考を求める人々の思い
から統一応募用紙が制定され、改正が
重ねられてきました。本人の適性・能
力に関係のない家族構成や家庭環境な
どの不適切な質問に気付き、そのおか
しさを考えています。

No.460人権・部落問題シリーズ

小・中学校の人権学習では、子どもたちや教職員自身が偏見や差別に対して「おかしい」と気づき、行
動できるような感性を育てています。社会をより良くしていく仲間の一人となれる学びの取組を紹介し
ます。

～豊かな人権意識を育む～ 小学校・中学校の人権学習を紹介します

人権・同和教育課人権・同和教育係　☎72-2111問

小学５年生では大刀洗空襲を、６年生では長崎の修学旅行で原爆
の恐ろしさを学び、それぞれの授業で平和について考えます。事前
学習として、平和を語り継ぐ取組をしている人に話を聞きます。そ
してフィールドワークを行い、自分が住んでいる小郡市をはじめ、
大刀洗町など身近な所でも戦争の爪痕が残っているということを実
際に自分で見つめます。学んだことを平和集会や生活発表会で発表
し、保護者や地域の人に啓発をしています。
戦争の恐ろしさが感じられる今だからこそ、子どもたちは全学年
で「戦争によって起こる酷い人権侵害」「平和の大切さ」を学び、考え
を深めています。

大刀洗空襲フィールドワーク　～身近な戦争の爪痕に実際に触れて～
小学校高学年の取組

全国統一応募用紙（履歴書）の取組
中学校の取組

子どもたちの声

「日本の男女共同参画の推進は諸外国に比べて遅れている」と言われる要因の一つに、
労働環境の問題があります。
日本ではたくさんの女性が、出産・育児のため仕事を辞め、多くの男性労働者が、希
望しても育児休業を取得できない労働環境にあると言われています。そこで、より多く
の人が育児休業・介護休業を取得しやすくするために、育児・介護休業法が改正されま
した。令和３年10月１日から段階的に施行されており、令和５年４月１日に、全ての改
正点が施行されます。主な改正点は、次の５点です。

育児・介護休業法の改正で、多くの男女が自分らしさを発揮して、生き生き
と子育てにも仕事にも向かっていくことができ、たくさんの笑顔が生まれるこ
とが期待されています。

男性にも育児休業、介護休業を
育児・介護休業法が段階的に施行されます
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現在の履歴書（一部抜粋）

家族の関係

本　籍

家族の職業

●社用紙をこの学習で初めて見ました。現在の形になるま
で多くの人が努力してくれたんだなと感心しました。「就
職と関係ないことで決められるのは悲しいな」と思うの
で、改善されて良かったです。
●今まで「これっておかしいんじゃない」と思うことはあっ
たけれど、行動まで起こすことはできませんでした。こ
の学習では、行動を起こせば世の中が変わるということ
が分かりました。

総務広報課男女共同参画推進室　☎72-2111問

配偶者や恋人からの暴力についての相談のほか、セクシュアル・ハラスメントや
仕事、地域、家庭のことなどさまざまな悩みに、専門の相談員が対応します。

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいませんか？ひとりで悩まずに相談してください。

おごおり女性ホットライン  ☎092-513-7337
月～金曜日／10時～17時（祝日、12月29日～１月３日を除く）

改正点
①

出生時育児休業（産後パパ育休）が創設
（令和４年10月１日施行）
　今までの育児休業とは別に、子の出生
後８週間以内に、４週間まで取ることが
できる育児休業です。２回に分けて取る
こともできます。

改正点
②

育児休業の分割取得が可能に　　
（令和４年10月１日施行）
　原則、子どもが１歳（最長２歳）に
なるまでに２回に分けて育児休業を
取ることができるようになりました。
両親で育児休業を交互に２回ずつ取
ることもできます。

改正点
③

事業主の雇用環境整備、個別の周知、意向確認措置が義務化
（令和４年４月１日施行）
　育児休業を取りやすい雇用環境の整備
を事業主に義務付けました。また、本人
または配偶者の妊娠出産を申し出た労働
者に対して、育児休業制度に関する周知、
取得意向の確認が義務付けられました。

改正点
④

有期雇用労働者の育児・介護休業取
得要件が緩和　　　

（令和４年４月１日施行）
　無期雇用労働者と同じように、勤
続１年未満の非正規雇用者も、雇用
条件によっては育児・介護休業が取
得できるようになりました。

改正点
⑤

事業主による育児休業取得状況の公表が義務化（令和５年４月１日施行）
　従業員数1,000人を超える企業は、育児休業取得の状況を公表することが義務付けられます。
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